
　

平
成
30
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

１
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

　

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

　

茂
原
市
監
査
委
員　

金
坂
道
人

◆
監
査
の
対
象

・�

総
務
部
＝
総
務
課
、
経
営
改
革

課
、
秘
書
広
報
課
、
職
員
課
、

管
財
課

・�

企
画
財
政
部
＝
企
画
政
策
課
、

財
政
課
、
市
民
税
課
、
資
産
税

課
、
収
税
課

・�

議
会
事
務
局
、
農
業
委
員
会
事

務
局
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
、会
計
課
、監
査
委
員
事
務
局

◆
監
査
の
期
間

　

平
成
30
年
９
月
18
日
か
ら
11
月

14
日
ま
で

◆
監
査
の
場
所　
茂
原
市
役
所

◆
監
査
の
方
法

　

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

事
業
が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行

さ
れ
て
い
る
か
、
住
民
福
祉
の
増

進
に
努
め
最
少
の
経
費
で
最
大
の

効
果
を
挙
げ
、
組
織
及
び
運
営
の

合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
に
主
眼

を
置
き
、
提
出
さ
れ
た
資
料
・
関

係
諸
帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に

説
明
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
実

施
し
た
。

　

ま
た
、
前
回
の
定
期
監
査
時
の

指
摘
事
項
が
改
善
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
確
認
し
た
。

◆
監
査
の
結
果

　

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ

順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸

帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
見

　

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

○�

地
方
自
治
法
第
16
条
の
規
定
に

よ
る
公
告
式
は
、
公
告
式
掲
示

場
へ
の
掲
示
が
一
般
的
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
文
書
が
公
文
書

と
し
て
正
式
に
そ
の
効
力
が
発

生
し
、
さ
ら
に
は
広
く
一
般
に

知
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

公
告
式
に
つ
い
て
、
広
く
一
般

に
知
ら
せ
る
こ
と
の
要
件
と
し

て
広
報
の
活
用
、
電
子
媒
体
の

活
用
等
条
例
改
正
の
検
討
を
さ

れ
た
い
。

○�

災
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
各
種

災
害
想
定
に
基
づ
き
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
が
災
害
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
と
の
過
信
に
つ
な
が
り
、

一
部
の
地
域
で
は
被
害
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
人
命

が
失
わ
れ
な
い
こ
と
を
最
重
視

し
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
様
々

な
対
策
を
組
合
せ
、
災
害
時
の

被
害
を
最
少
化
す
る
「
減
災
」

に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

○�

社
会
情
勢
の
変
化
、
市
民
ニ
ー

ズ
の
多
様
化
、
複
雑
化
に
応
じ

た
組
織
の
効
率
的
な
運
営
を
図

る
た
め
、
組
織
の
見
直
し
、
点

検
を
常
に
行
い
、
充
実
し
た
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る

よ
う
組
織
体
制
の
整
備
に
努
め

ら
れ
た
い
。

○�

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
32
年
4
月
1

日
施
行
）
に
伴
う
内
部
統
制
に

関
す
る
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
知
事
及
び
政
令
指
定

都
市
の
市
長
は
、
内
部
統
制
に

関
す
る
方
針
を
定
め
必
要
な
体

制
を
整
備
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
市
町
村

長
に
つ
い
て
は
努
力
義
務
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
趣
旨
を
踏

ま
え
方
針
策
定
の
検
討
を
さ
れ

た
い
。

○�

「
茂
原
市
行
財
政
改
革
大
綱
第

７
次
実
施
計
画
」
の
進
捗
に
つ

い
て
は
、
概
ね
順
調
に
進
捗
さ

れ
て
い
る
が
、
各
取
組
を
さ
ら

に
推
進
し
目
標
達
成
に
努
め
ら

れ
た
い
。
ま
た
、
進
捗
に
か
な

り
遅
れ
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
発

信
力
の
向
上
」
の
う
ち
の
「
公

衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
環
境
の
整
備
」

に
つ
い
て
は
、
今
一
度
原
点
に

立
ち
返
っ
て
見
直
し
も
含
め
検

討
を
さ
れ
た
い
。

○�

わ
か
り
や
す
い
市
政
情
報
の
発

信
の
取
り
組
み
と
し
て
紙
面
づ

く
り
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体

を
活
用
し
て
更
な
る
広
報
活
動

に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
ス

マ
ホ
等
の
電
子
媒
体
の
活
用
な

ど
、
時
代
に
合
っ
た
様
々
な
手

段
を
駆
使
し
、
市
民
へ
の
迅
速

か
つ
正
確
な
情
報
の
提
供
に
努

め
ら
れ
た
い
。

○�

職
員
の
資
質
向
上
に
つ
い
て
は
、

「
茂
原
市
職
員
人
材
育
成
基
本

方
針
」
に
基
づ
き
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
た

な
行
政
問
題
に
対
応
す
べ
く
職

員
の
意
識
改
革
、
能
力
向
上
を

図
り
、
常
に
問
題
意
識
を
持
っ

た
職
員
の
養
成
に
努
め
ら
れ
た

い
。

○�

公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
平
成
26
年
6
月
4
日
施
行
）

に
基
づ
き
、
現
場
を
支
え
る
技

能
労
働
者
の
高
齢
化
や
若
年
労

働
者
の
減
少
及
び
人
材
、
機
材

の
有
効
活
用
に
よ
る
生
産
性
向

上
の
観
点
か
ら
、
施
工
時
期
の

平
準
化
の
取
組
が
重
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
①
公
共
工
事
の
計

画
発
注
②
適
正
な
工
期
の
設
定

③
余
裕
期
間
の
設
定
な
ど
に
努

め
ら
れ
た
い
。

○�

市
の
普
通
財
産
に
つ
い
て
、
今

後
と
も
売
却
及
び
未
利
用
地
の

貸
付
等
の
有
効
活
用
を
積
極
的

に
行
い
、
歳
入
の
確
保
に
努
め

ら
れ
た
い
。

○�

人
口
減
少
は
市
民
生
活
に
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、

「
茂
原
市
総
合
戦
略
推
進
事
業
」

に
基
づ
く
取
組
に
対
し
選
択
と

集
中
に
よ
る
予
算
措
置
を
講
じ
、

将
来
都
市
像
の
実
現
に
取
り
組

ま
れ
た
い
。

○�

「
茂
原
市
男
女
共
同
参
画
計
画

（
男
女
ハ
ー
ト
フ
ル
共
生
プ
ラ

ン
）」
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
女

性
と
男
性
が
、
互
い
を
理
解

監
査
結
果
の

公
表（
そ
の
１
）
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